
 

 

ラオスにおける家庭内労働者について 

2025 年 8 月 27 日 

One Asia Lawyers Group ラオス事務所 

1. 経緯 

 

ラオスでは家政婦などの「家庭内（家事）労働者」も労働法の適用

対象とされています（労働法第 6条）。ただし、家庭内労働者につい

ては「別途規定に基づき、家主と労働者との契約で実施する」とさ

れており、その詳細規定は長らく未発行でした。 

このたび、2022 年 11 月 2 日付で労働社会福祉省が「家庭内労働者の管理に関する合意

（No. 4369）」（以下「合意」）を制定し、2025 年 8 月 11 日に官報で公布・施行され

ました。 

 

以下、この合意の概要を簡単に解説いたします。 

 

2. 家庭内労働者の定義 

 

合意第 3 条では、家庭内労働者を次のように定義しています。 

 

「契約に基づき、他人の家庭で労働の対価として給与を得て働く者」 

 

具体例：家政婦、庭師、運転手、警備員、料理人、家畜の世話人、ベビーシッター、高

齢者や病人・障がい者の介助人など。 

 

さらに、家庭内労働者は、住み込み型と通勤型に分類されます（合意第 5 条から第 7

条）。 

 

また、合意が対象としている家庭内労働者は、以下を条件とします（合意第 8 条）。 

①ラオス国籍であること 

②履歴、経歴が明確であること 

③学歴を問わないこと 

④15 歳以上であること 

⑤正式な身分証明証（ファミリーブック、ID カード、住所証明書）を保有していること 

 

 



 

３．家庭内労働者の労働条件について 

 

（１）勤務時間（合意第 10 条） 

 仕事の内容に応じて、使用者と労働者の合意のもと、柔軟に設定可能です。但し、労

働法と同様、1 日 8 時間又は週 48 時間を超えることはできません。 

 

（２）勤務日及び休日（合意第 10 条） 

双方の合意に基づき、週休日、祝日、有給休暇、慶弔休暇等を決定可能です。 

 

（３）給与の支払い（合意第 11 条） 

使用者は労働者の技能、経験等を考慮して、政府が定める最低賃金を下回らない額の給

料又は賃金を支給する必要があります。 

支払い方法は、銀行送金、現金など双方が合意した方法としますが、少なくとも月に 1

回は給与を支払う義務があります。 

 

（４）給与からの天引き又は控除（合意第 12 条） 

以下の項目については、給与から天引き又は控除することができます。 

①所得税及び社会保障料 

②給与又は賃金の前払いの返済 

③労働者の過失による使用者に対する損害賠償費用 

④その他、法令に規程される費用 

 

上記②及び③については、労働法と同様、１回に控除できる額は、1 か月の給与又は賃

金の額の最大 20％をまでとし、控除する前に労働者への告知と合意が必要となります。 

 

（５）労働安全（合意第 13 条） 

使用者は、業務に必要な機器や防具を労働者に提供し、安全確保に努める義務がありま

す。また、必要な情報提供を行い、各政府機関が提供する研修等を受けさせる義務があ

ります。さらに、労働者は、少なくとも年に 1 回、健康診断を使用者負担で受ける権利

があります。 

 

（６）国の社会保障基金への加入（合意第 14 条） 

使用者は労働者に国の社会保障基金へ加入させる義務があります。加入しない場合、業

務が原因で労働者が負傷したり病気になった場合（労働災害）、使用者が治療費や入院

費を含めた費用を全額負担する必要があります（合意第 15 条）。 

 

 



 

   ４．使用者と家庭内労働者間の契約について 

 

（１）労働契約書（合意第 17 条、18 条） 

労働契約は、原則、書面で締結する必要があります。但し、雇用期間が 1 か月未満の場

合は、例外的に、口頭でも認められます。契約形態は、有期、無期いずれも可能です。 

労働契約書に含めるべき項目は以下の通りです。 

 

１ 使用者と労働者の氏名 

２ 仕事場の住所及び電話番号 

３ 契約期間、開始日、終了日 

４ 労働者の仕事の内容、責務 

５ 使用者の責務 

６ 給料の額、支給方法、支払日 

７ 勤務日/時間、休憩時間、休日 

８ 福利厚生（食事、飲料水、休息所の提供） 

９ 業務上の規則 

10 契約の解除に関する規定、事前通知期間など 

 

 

（２）労働契約の解除（合意第 19 条） 

 

労働契約を解除する場合、少なくとも30日前までに、契約当事者の一方へ文書で通知す

る必要があります。労働者が読み書きができない場合は、口頭で使用者に伝えることも

可能です。労働契約解除時の経済的補償金の支払いについては、双方の合意に基づき、

労働契約の中で自由に規定することができます。但し、労働法の規定に従い、不当な解

雇の場合は、使用者は労働者に次の計算式で算出される経済的補償金を支払う必要があ

ります（計算式：最終給与総額×15％×勤務月数）。 

 

労働法と同様に、次に掲げる使用者による労働契約の解除は、不当な解雇とみなされま

す。 

①十分な理由がない場合 

②限度を超えた権限の行使、直接的または間接的な強制、暴力、性的暴力、または労働

者の基本的権利の侵害により、業務の遂行を継続できない場合 

③労働者から改善を求められたが、使用者が解決または改善せず、放置したため、労働

者が職務を離れなければならなくなったことによる場合 

 

 



 

５．禁止事項 

 

使用者の労働者に対する禁止事項は以下のとおりです（合意第 25 条）。 

①労働者の身分証明証、パスポートなどの所有物を使用者が徴収すること 

②労働者に担保（現金、資産）を求めること 

③使用者の借金返済のために働かせること等 

 

労働者の使用者に対する禁止事項は以下のとおりです（合意第 26 条）。 

①使用者の個人情報や秘密を他人へ漏らすこと 

②使用者の許可を得ずに他人を仕事場へ出入りさせること等 

 

６．まとめ 

個人で運転手や家政婦などの家庭内労働者を雇用している場合、これまでは労働契

約書を作成していなかったり、所得税や社会保障基金の拠出について明確に対応し

ていないケースが多く見受けられます。今回の合意の発行により、使用者には新た

な義務が生じることとなるため、十分な留意が必要です。 

 

以 上 

 

〈注記〉 

本資料に関し、以下の点ご了解ください。 

・今後の政府発表や解釈の明確化にともない、本資料は変更となる可能性がございます。 

・本資料の使用によって生じたいかなる損害についても当社は責任を負いません。 

 

「One Asia Lawyers Group」は、アジア全域に展開する日本のクライアントにシームレスで包括的なリ

ーガルアドバイスを提供するために設立された、独立した法律事務所のネットワークです。One Asia 

Lawyers Group は、日本・ASEAN・南アジア・オセアニア各国にメンバーファームを有し、各国の法

律のスペシャリストで構成され、これら各地域に根差したプラクティカルで、シームレスなリーガルサ

ービスを提供しております。 

   One Asia Lawyers Group ラオス事務所においては、日本人専門家 1 名を含む合計 6 名の体制で対応を

行っております。コーポレート、労務、倒産、訴訟等、現地に根付いたサービスを提供しております。

各種フォーマットの提供や動画配信（例えば、「ラオスにおける解雇規制とその留意点」等）を行って

おります。本記事やご相談に関するご照会は以下までお願い致します。 

 

yuto.yabumoto@oneasia.legal（藪本 雄登） 



 

satomi.uchino@oneasia.legal （内野 里美） 

 

藪本 雄登 One Asia Lawyers メコン地域統括  

One Asia Lawyers の前身となる JBL Mekong グループを 2011 年に設立。メコン地

域流域諸国を統括。カンボジア、ラオス、タイ、ミャンマー、ベトナムで数年間の

駐在・実務経験を有し、タイやCLMVの各国につき、現地弁護士と協働して各種法

律調査や進出日系企業に対する各種サポートを行う。 

 

内野 里美 弁護士法人 One Asia ラオス事務所     

2016 年より One Asia Lawyers ラオス事務所に駐在。ラオス国内で 15 年以上の実

務経験を有する。ラオス語を駆使し、現地弁護士と協働して各種法律調査や進出日

系企業に対して各種サポートを行う 
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